
別紙  資本・人的関係のある関連業者の届出について 

第１ 実施事項 

入札参加資格審査申請時及び資格認定後において、入札の適正さが阻害される恐れがある一

定の資本関係又は人的関係（以下、「支配関係等」という。）を有する複数の申請者を把握する

ため、資本・人的関係のある関連業者届出調書の提出を求めています。 

既に提出された調書の内容に変更が生じた場合は、変更後の内容を調書に記載の上、速やか

に提出してください。 

 

第２ 支配関係等の認定 

(1) 資本関係（以下のいずれかに該当する二者以上の関係） 

① 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２に規定する子会社等と会社法第２条第

４号の２に規定する親会社等の関係にある場合 

② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

 

(2) 人的関係（以下のいずれかに該当する二者以上の関係） 

① 一方の会社等（会社法施行規則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）

の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社又は会社更生法

（平成 14 年法律第 154 号）第２条第７項に規定する更生会社である場合は除く。 

② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人（民事再生法第６４条第２項又は会社更生法

第６７条第１項の規定により選任された管財人をいう。以下同じ。）を現に兼ねている場合 

③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 

(3) その他の関係 

① 上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係及びその他の支配関係等があると認め

られる場合。 

② 組合等と同時入札できない場合 

複数の法人又は個人により構成される組合等の代表者（会長や理事長、代表理事等）は、

その組合における実質的な入札価格の決定権を持つことから、資本関係又は人的関係のある

会社同士が、互いに別の組合等の代表者である場合は、どちらかの組合等は、同一入札に参

加できない。 

※ 組合等の代表者以外の構成員である場合は、この制限の対象外。 

 

 

 



第３ 申請者の報告手続 

以下の区分に従い、全ての申請者が別記様式により報告するものとする。 

(1) 入札参加資格申請時 

別記様式を提出するものとする。 

 

(2) 入札参加資格認定後 

支配関係等の発生、変動及び解消の都度速やかに総務部総務課あて別記様式を提出するものと

する。 

 

第４ 適用 

本取扱いは令和 4・5 年度入札参加資格申請（定期受付）より適用する。令和 2・3 年度の取扱い

は従前のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個人Ａ Ａ社 Ｄ社 

①親会社と 
子会社の関係 

①’親会社と 
子会社等の関係 

親会社等 

子会社等 

③取締役兼任 

②親会社が同じ 
子会社同士 

②’親会社等が同じ子会社等同士 
個人Ａがそれぞれの議決権の 
過半数を有する会社同士 

Ｂ社 Ｃ社 Ｂ社 Ｃ社 

資本関係あり（親会社等、子会社等） 

人的関係あり（役員等の兼任） 

同一入札への参加を制限 



○親会社等、子会社等の定義 

会社法第２条第３号の２に規定する子会社等及び第４号の２に規定する親会社等 

会社法（平成十七年七月二十六日法律第八十六号）（抄） 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 

イ 子会社（会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営

を支配している法人として法務省令※１で定めるものをいう。） 

ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令※２で定めるもの 

四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 

イ 親会社（株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人とし

て法務省令※１で定めるものをいう。） 

ロ 株式会社の経営を支配している者（法人であるものを除く。）として法務省令※２で定める

もの 

※１ 会社法施行規則第３条 

※２ 会社法施行規則第３条の２ 

 

 

○役員の定義 

１ 株式会社（特例有限会社を含む）の取締役。ただし次の(1)から(4)に掲げる者を除く。 

(1) 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取

締役 

(2) 会社法第２条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

(3) 会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役 

(4) 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しない

こととされている取締役（代表取締役、社外取締役を含む。ただし、指名委員会等設置会社

にあっては執行役） 

２ 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

３ 会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社

員（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこと

とされている社員を除く。） 

４ 組合の理事 

５ その他業務を執行する者であって、１から４までに掲げる者に準ずる者 

６ 会社更生法第 67 条第 1項又は民事再生法第 64 条第 2項の規定により選任された管財人 

７ 委員会等設置会社における執行役又は代表執行役 

※ 監査役及び執行役員は「役員」の対象外。 

 

  



○資本関係の例 

＜ケース１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ケース２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ケース３＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ社（又は個人Ａ）はＢ社の「親会社

等」、Ｂ社はＡ社（又は個人Ａ）の「子

会社等」 

 親会社等 子会社等 

Ａ社 
個人Ａ 

－ Ｂ社 

Ｂ社 
Ａ社 

個人Ａ 
－ 

 

個人Ａ 

Ｂ社 

Ｂ社の議決権 
の過半数 

Ａ社 

Ｂ社 

Ｂ社の議決権 
の過半数 

Ｂ社はＡ社（又は個人Ａ）の「子会社等」

であり、親会社等であるＡ社（又は個人

Ａ）及び子会社等であるＢ社が、Ｃ社の

議決権の過半数（２割＋４割）を有する

ことから、会社法第２条の規定により、

Ａ社（又は個人Ａ）はＣ社の「親会社等」

と見なされ、Ｃ社はＡ社（又は個人Ａ）

の「子会社等」と見なされる。 

 親会社等 子会社等 

Ａ社 
個人Ａ 

－ Ｂ社、Ｃ社 

Ｂ社 
Ａ社 

個人Ａ 
－ 

Ｃ社 
Ａ社 

個人Ａ 
－ 

 

個人Ａ 

Ｃ社 

Ｃ社の 

議決権 

の２割 
Ｂ社 

Ｂ社の 

議決権 

の過半数 

Ｃ社の 

議決権 

の４割 

Ａ社 

Ｃ社 

Ｃ社の 

議決権 

の２割 
Ｂ社 

Ｂ社の 

議決権 

の過半数 

Ｃ社の 

議決権 

の４割 

Ｂ社はＡ社（又は個人Ａ）の「子会社等」

であり、子会社等であるＢ社がＣ社の

議決権の過半数を有することから、会

社法第２条の規定により、Ａ社（又は個

人Ａ）はＣ社の「親会社等」と見なされ、

Ｃ社はＡ社（又は個人Ａ）の「子会社等」

と見なされる。 

 親会社等 子会社等 

Ａ社 
個人Ａ 

－ Ｂ社、Ｃ社 

Ｂ社 
Ａ社 

個人Ａ 
Ｃ社 

Ｃ社 
Ａ社、Ｂ社 

個人Ａ 
－ 

 

個人Ａ 

Ｂ社 

Ｂ社の議決権 
の過半数 

Ｃ社 

Ｃ社の議決権 
の過半数 

Ａ社 

Ｂ社 

Ｂ社の議決権 
の過半数 

Ｃ社 

Ｃ社の議決権 
の過半数 



○人的関係の例 

＜ケース１＞ 

 

 

 

 

 

＜ケース２＞ 

 

 

 

 

 

＜ケース３＞ 

 

 

 

 

 

＜ケース４＞ 

 

 

 

 

 

＜ケース５＞ 

 

 

 

 

 

＜ケース６＞ 

 

 

  

Ａ社 
代表取締役：ａ氏 

Ｂ社 
取締役：ａ氏 

取締役を兼任 

Ａ社 
代表取締役：ｂ氏 

Ｂ社 
監査役：ｂ氏 

役員兼任の対象外 

Ａ社 
取締役：ａ氏 

Ｂ社 
取締役：ａ氏 

※民事再生手続開始決定済 
役員兼任の対象外 

Ａ社 
取締役：ａ氏 

Ｂ社 
管財人：ａ氏 

役員と管財人を兼任 

Ａ社 
（取締役：ａ氏） 

管財人：ｃ氏 

Ｂ社 
（取締役：ｂ氏） 

管財人：ｃ氏 
管財人を兼任 

Ａ社 
取締役：ａ氏 

Ｂ社 
社外取締役：ａ氏 

役員兼任の対象外 

 

：同一入札への参加が可能 

 

：同一入札への参加を制限 

 



○共同企業体の取り扱い 

企業体の構成員は、その企業体の実質的な入札価格の決定権を持つことから、以下の場合、ど

ちらかの共同企業体は、同一入札に参加できない。 

・ 資本関係又は人的関係のある会社同士が、互いに別の共同企業体の代表構成員である場合 

・ 一方がある企業体の代表構成員で、他方が別の企業体の代表構成員以外の構成員である場合 

・ 一方がある企業体の代表構成員以外の構成員で、他方が別の企業体の代表構成員以外の構成員 

である場合 

 

＜ケース１＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ケース２＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ケース３＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ケース４＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ケース５＞ 

  

Ｙ共同企業体 

代表構成員：Ａ社 

構成員：Ｂ社 

 

Ａ社 

企業体とその構成員 

Ｂ社 
企業体とその構成員 

Ｙ共同企業体 

代表構成員：Ａ社 

構成員：Ｂ社 

 

Ｃ社 

Ａ社とＣ社に資本又は人的関係 

Ｄ社 
Ｂ社とＤ社に資本又は人的関係 

Ｙ共同企業体 

代表構成員：Ａ社 

構成員：Ｂ社 

 

Ａ社とＥ社に資本又は人的関係 

Ｚ共同企業体 

代表構成員：Ｅ社 

構成員：Ｆ社 

 

Ｙ共同企業体 

代表構成員：Ａ社 

構成員：Ｂ社 

 

Ａ社と F社に資本又は人的関係 

Ｚ共同企業体 

代表構成員：Ｅ社 

構成員：Ｆ社 

 

Ｙ共同企業体 

代表構成員：Ａ社 

構成員：Ｂ社 

 

Ｂ社とＦ社に資本又は人的関係 

Ｚ共同企業体 

代表構成員：Ｅ社 

構成員：Ｆ社 

 



○組合等の取り扱い 

 組合等の代表者（会長や理事長、代表理事等）は、その組合における実質的な入札価格の決定

権を持つことから、資本関係又は人的関係のある会社同士が、互いに別の組合等の代表者である

場合は、どちらかの組合等は、同一入札に参加できない。ただし、組合等の代表者以外の構成員

である場合は、この制限の対象外。 

 

＜ケース１＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ケース２＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ケース３＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ケース４＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ協同組合 

代表理事：Ａ社 

構成員：Ｂ社 

構成員：Ｃ社 

Ａ社 

組合とその構成員 

Ｂ社 
組合とその構成員 

Ｐ協同組合 

代表理事：Ａ社 

構成員：Ｂ社 

構成員：Ｃ社 
Ａ社とＦ社に資本又は人的関係 

Ｑ協同組合 

代表理事：Ｆ社 

構成員：Ｇ社 

構成員：Ｈ社 

Ｐ協同組合 

代表理事：Ａ社 

構成員：Ｂ社 

構成員：Ｃ社 

Ｄ社 

Ａ社とＤ社に資本又は人的関係 

Ｅ社 
Ｃ社とＥ社に資本又は人的関係 

Ｐ協同組合 

代表理事：Ａ社 

構成員：Ｂ社 

構成員：Ｃ社 
Ａ社とＨ社に資本又は人的関係 

Ｑ協同組合 

代表理事：Ｆ社 

構成員：Ｇ社 

構成員：Ｈ社 



○その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合の例 

人的関係又は資本的関係と同視しうる資本関係又は人的関係及びその他の支配関係等があると 

認められる場合 

 

＜ケース１＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ケース２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜ケース３＞ 

 

 

 

 

 

個人事業Ｋ 

個人事業主：ｋ氏 
個人事業の事業主ｋが 

Ｍ社の役員を兼任 

Ｍ社 

個人事業主：ｋ氏 

個人事業Ｋ 

支配人：ｊ氏 
個人事業の支配人ｊが 

Ｎ社の役員を兼任 

Ｎ社 

取締役：ｊ氏 

個人事業Ｋ 

個人事業主：ｋ氏 
個人事業の事業主ｋが 

Ｒ社の議決権の過半数を有する 

Ｒ社 

取締役：ｓ氏 


